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としたボスト ソ 市民会議の動ぎは ，研究史上決 

して軽視するわげにはゆかない 重要な意味をも 

っていた ". ダニエル・ウェブスタ 一の変節 さ 

たは改宗で知られている ， ニューイソ グラノド 

産業革命の進展にともたうこの 時期の同セクシ 

ョ ソ の諸利害の分裂と 対立の事実 は ，それでは 

いったいどのような 理論的・現実的背景をもっ 

ていたのか・   政策体系としての「アメリカ 

体制」の理解を 深めるために ，われわれはまず 
この問題から 議論を始めてゆくことにしたい・ 

問題に接近する 際，われわれは ， この時期の 

世界史を考える 際に無視することのできない 人 

切 な歴史的双提， すなわち， 「 @ 植民体制」崩 

壊の危機という 現実を想起しておかねばならな 

い・ 15 世紀末の「地理上の 発見」後， ヨーロッ 

パ絶対主義とイギリス 重商主義によって 幾世紀 

にもわたって 構築され，維持されて 来た「 旧植 

民 体制」が， 18 世紀末のアメリカ 合衆国の独 

立とナポレオン 戦争の混乱のなかで 起こりた㎎ 

世紀初頭の中南米諸国の 独立によって 崩壊の危 

機に瀕していたという 事実がこれであ る・ 

ナポレオン失脚後・ この危機に歯止めをかけ 

ようとして， 「ウィーソ体制」の 指導者オース 

トリ一の宰相 K.W,L. メッテルニヒ (KIemens 

WenzeI Lothar Metternich) は，神聖同盟加盟の 

ロシア， フラ ソス を誘ってスペイソを 授け ，中 

南米諸国の独立に 干渉しようとした・ これに対 

してアメリカ 合衆国第 5 代大統領 J . モソロー 

(James Mon, 。 。 ) は ， 1823 年 12 月 2 日連邦議会 

に 送った「教書」 (P, 。 ， ident,sM 。 ，， 、 9 。 ， inA" 薙 ん 

が 妨せ ㏄ れ 9 「，， J が 妨そレ ited 及 at,,, 協 ght,,"t ん 

㏄ "gress, Fi;rstSession, pp.l2-24.) の中で，欧 

米市大陸の相互不干渉を 主張する周知の「 モソ 

臣一宣言」 (MonroeDoctrine) を宣して，これ 

を牽制した・ 

この モ ソロ一政権 (1817-1824 年 ) の国務長官 

であ ったのが J . Q . アダムズであ った，かれ 

はモ ソロ一大統領を 援げて， 「 モ ソロー宣言」 

の起草に大ぎく 貢献したことでよく 知られてい 

る。 ，， 「アメリカ体制」推進のチャノピオン ， 

ヘンリー・クレイは ， モ ソローを 

・アダムズ政権 下 (1825-1829 年 ) では国務長官を 

務め，アダムズの 対外政策を忠実に 遂行する使 

徒となった 3). このような意味で ， アダムズ 政 

権 は ，経済政策の 面では， これまで繰り 返し論 

じて来たように ， 「アメリカ体制」の 構築に向 

けて最大の努力を 傾注して来たが ，他方，対外 

政策の面では ， この「 モ ソロー宣言」の 枠組の 

なかで独自の 国家自立政策を 展開し， 「 旧 植民 

体制」崩壊後の 世界秩序を自らの 国家利益に沿 

って再編成しようと 努めていたことが 知られ 

る 

いまここで問題にしようとしているニュー イ 

ングランド貿易業者と 海運業者による「アメリ 

カ体制」批判は・ 実は ， 「モンロー宣言」の 枠 

組のなかで構築されたこの 時期のアメリカ 合衆 

国の対外政策に 対する批判であ った・だからこ 

そ， この対外政策の 内容を， ここで簡潔に 概説 

しておくことは・ボストン 市民会議による「ア 

メリカ体制」批判 ( ヘンリー   リ一の著した 体 

ストン報告書』 (.BosfonnR ゆ 0rt コ ) を正確に理解す 

るために避けて 通れない作業のように 考えられ 

てくる・ 

J . Q . アダムズ政権 下の対外政策は ， 大き 

くみて建国以来の 外交政策を踏襲して ，「 旧 植 

民体制」崩壊後の 世界市場を合出国の 国家利益 

に 沿って再編成しようとしたものであ った・ し 

たがって， このことは，当然，同じ 意図をもっ 

と大がかりに 推進しょうとしていた 大英帝国の 

国家利益と正面から 衝突したし他方， こうし 

た 動ぎを阻止し ， 旧体制を保持しようとした 

「ウィーソ体制」によるフランスの 国家利益と 

も衝突するものであ った・ 

1820 年代のイギリスで は ， 1770 年から続い 

た ト 「 リ 一党の長期政権 が漸く終幕 期 に入って 

いた． とくに 1822 年に「ウィーン 体制」を擁 

護した反動政治家キャスルリ 一子爵 (V 尽 。 t, 

Castle,eagh) が死去して後，改造リバプール 伯 

爵内閣に，自由主義者の G . キャニンバ (G 。 o,ge 
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Canning) が外務 - 大臣， W. ハスキソン (W Ⅲ 五 m 

HuSkiSSon) が商務大臣 (P ㏄ Sident Of Board of 

Trade), F . ロビンソ ソ (F, Robinson, 後の ゴ ド 

リッチ子爵 (V 仏 。 t. GOd,iCh コ ) が大蔵 大臣として 

入閣した・ そして， このキャニンバ ニ ハスキ ソ 

ン二 ロビンソン姉者の 協力のもとで「 旧 植民体 

制」崩壊後の 世界秩序再構築をめざ ず 大改革の 

第一歩が踏み 出されていたのであ った・中南米 

諸国の独立承認，航海条例の 改正と関税引下げ 

を 伴う貿易の自由化政策推進，金融制度の 改革 

などの政策がこれであ る。 '. 

他方， フラノ ス は， この同じ時期， 「ウィー 

ソ体制」のもとで 保守化を強め ，対外的にフェ 

ルナンド 7 世のスペイン 絶対主義を復活させ ， 

これによって 中南米諸国の 独立に干渉しょうと 

したし とくにキューバに 対してはその 独立を 

阻止し積極的に 介入したばかりでなく ，戦前 

・戦中友好関係を 保持していた 合衆国に対して 

も ，両国間の最恵国待遇に よ る通商航海の 無条 

件自由を認めた 18 ㏄ 年 通商条約を白紙に 戻し， 

差別関税法を 制定したの   

J . Q . アダムズ政権 は，こうした 英仏両国 

との関係で， 独自の対外政策を 追求してゆくこ 

とになった． 

アダムズ政権 の対外政策で ， ここでのわれわ 

れの課題に関連して 摘記しておくべきことは ， 

つぎの三つであ った ". 

一つは， 「公海自由航行の 原則」 (P,in 。 iple of 

the@ Seas@ and@ Aboliti   n@ of@ Private@ Warfare@ on@ the 

0 。 。 "n) 確立への努力であ る・ この原則は， ペ 

リー提督によって 開国時にわが 国に要求された 

原則の一つで ， 日米和親条約 ( ェ ㏄ 4 年 ) で実現 

されたものであ ったの・ 

J . O . アダムズは， S . F . べ一，スにょ 

れば， 第二対英戦争 期 (1812-1815 年 ) の米国 船 

私金捕の事実からこの 問題の重要性を 自覚し 

交戦国であ れ中立国であ れ， この原則の保証を 

必要だと考えるようになった・ そして国務長官 

時代および大統領時代にイギリスと 交渉しキ 

ャニンバ ニ ハスキソンとの 間でこの原則の 確立 

を 急いだ・ 

ところがイギリス 政府は， ワシントンニジェ 

ファソン以来合出国が「対覚中立の 原則」を提 

唱 L, 続けて来た事実には 一顧だに与えず ， 「モ 

ンロー宣言」に 調 われた「非植民地化原則」 

(Princjple of Non-Colholization) にこだわり， 公 

海自由航行問題について 合衆国と交渉に 入る意 

思、 を示さなかった・ そこで J . Q . アダムズ 

は， この原則を新興のラテンアメリカ 諸国との 

通商条約に盛り 込むことで満足せざるを 得なか 

っため． 

二つは， 「通商および 航海の自由原則」 (P,in. 

ciple@of@the@Freedom@ of@Commerce@and@Navigaiton) 

確立に向けての 努力であ る・ 

通商および航海の 自由   大まかに言って 通商 

上の「互恵関係」 ( 「 eciprocity) といいかえてもよい 

もの   は，当該国が 独立していることを 示す 

生得の権 利であ る・合衆国は 独立戦争の勝利に 

よって，「田植民体制」を 維持する上で 重要政 

策であ ったイギリスの「航海条例」の 制約から 

自由になることによって ，限定つきながらこの 

「自由」をかちとったのであ った 9). 

ここで「限定つぎ」と 述べたのは， 第一仁 

は ，合衆国はこれによってイギリスから 独立国 

として待遇される 代りに，」「覚国」として 取 

扱われ， 同国の航海条例の 厳格な適用を 受ける 

に至ったこと ， 第二には， これに対抗して 合衆 

国が 1787 年にイギリスの 航海条例と同様の 内容 

をもつ航海条例を 制定したことをさす、 。 ， ・ 

したがって「通商および 航海の自由原則」の 

確立は，合出国にとって ， イギリスが自らの 航 

海条例を廃止すること ( 「田植民体制」の 廃止 ), 

そ L, て 合衆国がこれに 対応して独自に 自国の航 

海条例 ( 沿岸貿易の独占 ) を撤廃することにかか 

っていた． 

かくして，「通商および 航海の自由原則」 確 

立の努力においてアダムズ 政権 が直面した課題 

は， 以上みたところから 明らかなように ， 一つ 

は，「ウィーン 体制」下で硬化した 村払関係の 

調整，すなわち ，米仏通商関係の 戦前・戦中世 
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態への復帰であ った・ これはとくにアメリカ 綿 

花の輸出に対して 課せられたフランスの 差別関 

税 ( 自国 船 によるものを 米国 船 によるものより 優優 

するそれ ) に対する， ニューインバラ ソド 海運 

業者と「南部」 綿 作州からの撤廃要求と 深くか 

かわっていた "'. 

二つは対英関係の 調整であ った・だが， この 

問題は，英領西インドおよびカナダ 貿易と絡ん 

でいて，極めて 複雑であ った・ というのはこう 

であ る・ 

合衆国は 1815 年の英米通商条約で 両国間の互 

恵関係を確認していた・ しかし この関係は， 

大西洋間の直接貿易 ンこ 限定されていた・すなわ 

ち，イギリスはこの 条約で航海条例の 廃止を義 

務づ げられなかったので ，大英帝国内の 貿易に 

関しては，合衆国は 依然として航海条例に 規定 

されている「覚国」として 取扱われ， 航海およ 

び通商上の制限を 受けたからであ る． したがっ 

て 1815 年の「条約」は ， 英 ・ 米 ・ 西 イソ ド 三角 

貿易，あ るいは 英 ・ オ ・西インド・カナダ 四角 

貿易を自由に 掌握出来たイギリスには 圧倒的に 

利益であ ったが， 西 イソ ドや カナダ貿易を 制限 

された合衆国にとっては ， 完全な意味での「 互 

恵 」の獲得とはならなかったのであ る． 

キャニンバ ニ " ス キソン と へンリー・クレイ 

との間で繰り 展 げられたアダムズ 政権 下の対英 

通商交渉は， したがってイギリスの 航海条例の 

合衆国への適用除覚   そういう意味での 両国間 

0 本来的互恵原則の 確立   を主たるテーマにし 

ていたのであ った ")   

アダムズ政権 下の対外交渉は ，つぎの結果を 

もたらした・ 

まず， 対仏 通商関係では ，相互に報復合戦を 

展開した 末 ，最終的には 妥協して「互恵差別の 

原則」 (principle ofreciprocityof discr ㎞ ination) 

が確認され合い ，両国とも同数， 同品目，同税 

率の関税を課しながら ，漸次税率そのものを 名 

目的な税率になるまで 引下げて，結果的に「互 
恵原則」の達成に 漕ぎつげ た ",. 

しかし対英通商関係では． 「 モ ソロー宣言」 

に 対するイギリス 政府の怒りから ，譲歩も妥協 

も得られぬまま ，「互恵原則」の 確立は先送り 

された㎏・そしてこの 交渉の失敗が「 ァ リ カ 

体制」派の貿易政策に 対する批判を 盛り上げる 

結果になり， アダムズの大統領再選の 失敗， ジ 

ャクソン当選の 一因になったことは ， ここでの 

関連で注目すべき 事柄であ ったといえよう・ 

三つは， 対 ラテンアメリカ 政策であ る・ 

これが「モンロー 宣言」の延長線上で 提出さ 

れた政策であ ったことは，改めて 述べるまでも 

ない・ これはラテンアメリカに 対する合衆国の 

利害関係と深くかかわっていた・ べ 一、 ス によ 

れば，その利害関係は ， 一つは，南米新興諸国 

家に対する海洋貿易政策とかかわっていた． い 

ま 一つは，北アメリカ 大陸のテキサスを 含む 旧 

スペイン領，すなわちメキシコとの 関係であ っ 

た」． 

アダムズ政権 がとくに力点をおいたのは ， こ 

のうち前者であ った・ そして， ここでも，当 

然，イギリスのキャニンバ ニ ハスキソンの 政策 

と競合した・ 両国とも「ウィーン 体制」の干渉 

政策を批判し 南米新興国家の 独立を承認して 

いたこと，両国とも 南米新興国家の 極めて大 き 

な 貿易上の利権 を自国の将来の 国益に深くかか 

わらせていたこと ， この二つが原因であ った・ 

自由主義者キャニンバ ニ ハスキソンは ， イギ 

リス工業製品 ( 編製品および 毛織物等 ) の販路と 

してこの有望な 市場を見逃さなかったし アダ 

ムズ ニ クレイは ， 「アメリカ体制」構築の 結果発 

達することになるアメリカ 製造業の販路とし 

て，この市場 v= 深い関心を示したからであ った． 

こうした両国の 対立は， ラテンアメリカ 諸国 

独立の指導者シモン・ ボリ バル (S ㎞ onBoli" 、 ， ， 

17 ㏄Ⅰ㏄ 0 年 )  の呼びかけたラテンアメリカ 連邦 

(Union of Latin-Amer た an Stat 。 ， ) あ るいは全米 

共和国連合 (Confederation  of  all  the  American 

R 。 publi 。 ， ) の構想実現の 動きのなかで 極点に達 

し この構想実現をめぐって 主要な役割を 担お 

うと動いた「アメリカ 体制」派の思惑 ( 後日， 

19 世紀末にクリーヴランド ，マッキンリ 一の政策のな 



86  (174) 横浜経営研究 第 X  巻 第 2  号 (1989) 

かに実現されるそれ ) と ， これを阻止しょうとし 

たキャニ ソグニ ハスキ ソソ の思惑との衝突のな 

か，結局，ボリ バル の死後一切の 試みが 頓 座し 

て， この市場 圏 に対するイギリスの 主導権 が確 

立することになった・ この間の事情の 一端を示 

す 一つの事例として ， 1825 年イギリス恐慌との 

関係にみられるイギリスの 南米諸国との 関係 

( 本稿，第 8 分冊， 1988 年， pp. 57-61) が参照さる 

べきであ る・ 

後に詳細にみる よう に，合衆国に 輸入された 

イギリス工業製品のうちかなりの 部分が，南米 

向けに再輸出されていたこと ， ニューイソ グラ 

ソド の海運業者および 貿易業者がこの 伸介貿易 

に積極的に参加していたこと ，他方， 「アメリ 

力 体制」派は， この市場を自分たちの 膨脹主義 

を 満足させる対象にしていたこと・ 一一 こ うし 

たことが原因となって ， この時期の南米貿易を 

めぐる両国の 関係は， 国内での利害対立を 内包 

しつつ，極めて 複雑な様相を 示すことになっ 

ナ - Ⅰ Ⅰ 6) ． 

これに対して 対 メキシコ関係は ， アメリカの 

いわゆる「西漸運動」と 深く係る問題であ っ 

た・ しかし これが合衆国にとって 焦眉の課題 

となってくるのは ， 南米諸国に対する 合衆国の 

自由貿易政策が ，イギリスとの 競争において 意 

図した成果を 十分に挙げえないことが 明らかと 

なった 1830 年代， とくに， 1837 年および 1839 年 

0 双子の恐慌以後のことであ る・その時代以降 

合衆国では，いわゆる「明白な 天命」の理俳の 

もとで「西漸運動」が 国家理念として 急展開を 

みるに至った・ その意味で， アダムズ ニ クレイ 

のテキサスを 含む 対 メキシコ政策は ， この時期 

まだはっきりした 形を整えておらず ，そのた 

めの準備運動の 開始期であ ったとみてよかろ 

う㎎   

S.F. BeImis, リ ア。 みれ Q ぴ Ⅰれ C3% A こ す 複れ s  a れ イブ亡ん 倍 

Em れ daflonS o/  A 卸 enican 月 。 托 なれ 月 @oAi り， 

Noton@ Library@ edition ， New@ York@1973 ， tC 

よりながら， このように検討してくると ，ボス 

ト ソ 市民会議による「アメリカ 体制」批判が ， 

いままで考察して 来た「アメリカ 体制」 批半 u 

( 関税を引上げることによって 製造業を保護すること 

や，国家財政によって 国内開発事業を 推進すること 

の，違憲か合憲かを 問 う 憲法論議 ) とは， まったく 

次元を異にした 論争であ った事情の背景が 窺え 

る ．結論を先取りしていえば ，この論争は ， 「 旧 

植民体制」から 独立をめざした 合衆国の建国来 

の対外政策の 基本原則 ( 互恵主義原則 ) を基礎に 

おいた上記の 貿易政策の是非を 問 う 論争であ っ 

たといえる・ それは， 他でもなく貿易政策にお 

ける「アメリカ 体制」と「ブリティッシュ 体制」 

との対立のなかで 発生した論争であ った・以下 

このような事実認識をべ ー スにおいてボストン 

市民会議に よ る「アメリカ 体制」批判 ( 『ボス 

トン報告書Ⅲを 検討してゆくことにしょう   

ロ ・ 丁 ボストン報告吉山の 論理 

i.  丁 ポストン報告言コ 

ニボスト ソ 報告書 コ   正確にいって ， Henry 

Lee, R ゆ 。 れダ A C0% 卸 iffee が 妨 e C み枝 ピが 

o ダ Bo 鰯 ono 材 Ⅴ ビ 。 幼沖， 0 た り，。 dfoAF ぴ rf ん 。 r 

ゐげぬ ， g ダ D ひ廿ど ， s ㎝ んゆ orfa ガ 。 免 ， Boston 

1827, は，同年 7 月末から 8 月初めにかけて 開 

催されたハリスバーバ 大会に対する 批判論文 

で， 196 頁の小冊子であ る， 7). 

この 丁 報告書 コは ，公式にはボスト ソ 市民会 

議の執行委員会⑧の 責任で作成されたもので ， 

著者ヘンリー・ リ 一の名前は表面に 出ていな 

い・ 1827 年 11 月 30 日に開催されたボストン 市民 

会議で全会一致で 採択された、 。 ， ・ 

ここでの課題であ る『ボスト ソ 報告書 d の論 

理を明確にするために ，われわれは ， まず， 

『報告書 コの 「序文」の姉つの「決議」から 出 

発した方がよい・ボストン 市民会議は次のよう 

に 決議した ' 。 '. 

( 第 1 決議 ) 合衆国の当面の ，農業，製造業，             
の状態を顧みるとき ，輸入品一般， とくに輸入 

毛織物に対して ，これ以上高率の 関税を賦課す 

ることは，公正を 欠くものであ り，不適切であ 
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り ，この社会の 最良の諸利害と 調和しないもの 

であ る． 

( 第 2 決議 ) 上記の見解を 表明する連邦議会 宛 請願 

書は，これに 賛同する市民に 委ねられ，署名さ 

るべきこと・すでに 任命された執行委員会は ， 

かかる請願書を 回覧に付し，署名が 終った 時 ，連 

邦議会へ提出するよ う 要請されねばならない． 

( 第 3 決議 ) より詳細な報告書が 請願書に付帯して 

連邦議会に提出さるべきこと． さらに執行委員 

会の指示にしたがい 印刷に付され ，本会議の出 

儒者の利用と ，ボストン市民一般への 情報提供 

に供せらるべきこと．執行委員会は ，本会議の 

見解を普及させる 上に最良だと 判断される仕方 

で，本報告書を 配布する責任を 負 う べきこと． 

この三つの「決議」から ， われわれは，関 

税， とくに毛織物の 輸入に対する 関税の引上げ 

阻止が双面に 押し出され， これを実現する 方法 

として，連邦議会への 請願 と 一般市民に対する 

状況説明 (F 報告書』の配布 ) が計画されている 

のを知る・ 『ボストン報告書』はこの 決議・請 

願書に付帯され ，連邦議会に 提出された報告書 

であ った． 

『ボストン報告書』は ，間近に迫った 18 羽 年 

大統領選挙を 大いに意識していた・ アダムズ ニ 

クレイの連合勢力は ，政策体系としての「アメ 

リカ体制」の 完成に向けて ， この選挙を是が ョ 巨 

でもかちとろりとしていたしジャクソン 派 は ， 

かかる政策に 反対する勢力を 吸合して， 勝利を 

かち取ろうと 動いていた・ このような政治的環 

境のなかで，貿易禁止制度に 対する反対者はす 

べて， Ⅱアメリカ体制』に 敵意を抱いた 国内産 

業の反対者」， または， 「政権 争奪をめざす 派閥 

精神によって 影響され」，「現大統領の 再選を打 

ち破ろ うと 他のものと連合した」人々だと ， あ 

からさまな非難を 浴びせかげられていた "). 

『ボストン報告書 ょ はこのような 状況のなか 

で， しかもこのような 批判にあ えて抵抗しつ 

っ ， 自分たちの経済的利益を 正確に理解しても 

ら か ，政策 仁 反映してもらかたい 意図から，批 

判すべき問題をけ 製造業者の要求の 中味・日当 

面 企てられている 毛織物に対する 関税引上げの 

理由，㈱関税引上げ 目的達成後に 予想される経 

済的諸結果という 三点に絞って 鵜 ，豊富な歴史 

的事実と統計的資料に 基づいで書き 上げられた 

保護貿易反対の 報告書であ った・ 

だがそれはあ る積極 自 りな主張を体系的に 提示 

したものでなく ， 「アメリカ体制」派の 主張し 

ていた関税のさらなる 引上げ要求を 任意に 17 項 

目の命題 " に 纏めて論駁した 批判 書 であ った・ 

この項目の殆ど 全ては，連邦議会の 審議， あ 

るいは " リス， 一グ 大会の報告書の 検討を通じ 

て， 断片的ではあ ったが，すでに 本論文のなか 

で紹介されて 来たものばかりで ， 読者にとって 

は恐らく馴染み 深いものであ ろう・ ここでは， 

17 項目の命題をできるだけ 木 『報告書』の 意図 

にそって上記三点に 整理し， 紹介することから 

議論を始めてゆこう ，。 ， ・ 

( 一 ) 関税引上げを 望む製造業者の 要求の中味 

( 第 1 項目 ) アメリカの毛織物製造業者は ，外 

国からの輸入品に 対して 57% もの高い保護関税 

の利益を享受しているにもかかわらず ， それⅤ こ 

満足せず． 遥かに巨額な 資本と申し分ない 装置 

を 備え ， 遥かに安価な 賃金と原料， さらにより 

豊かな経験と 技能をもったイギリスの 製造業者 

の安売りに直面し 利率にして恐らく 平均 80 

%, 賦課金総額にして 99% にも達する， 関税の 

さらなる引上げを 要求している ' 。 '   

( 二 ) 当面企てられている 関税引上げの 理由 

( 第 2 項目 ) 毛織物製造業者は ， 1824 年関税法 

によって，毛織物の 関税引上げで 利益を得た以 

上に，原毛の 関税引上げによって 損失を被って 

しまった 2". 

( 第 3 項目 ) 毛織物製造業者は・ 原料として使 

用されている 外国羊毛のシェア ( それは 1/4 な い 

し 1/2 と推定されている コ が高いので， それに課 

せられた輸入関税の 重荷から大きな 不利益を被 

っている， ， ). 

( 第 4 項目 ) 財政収入に影響をもたらす 詐欺 行 
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為 ， つまり，送り 状その他に真実よりも 低い価 

格を表示して・ 支払うべき関税を 低目におさえ 

よう とした詐欺行為こそ ，新関税法 ( 最低評価 

額規定を盛り 込んだそ 河 制定要求の別の 理由で 

あ る・種々の出版物のなかに 輸入業者の詐欺 や 

徴税官の不正や 無能がぎびしく 非難されてい 

る 38). 

( 第 5 項目 ) 製造業者こそ 国内の労働と 資本を 

使用しており．農産物に 対する需要を 増大させ 

ているものだから ，製造業の保護は 必要であ 

る， 9)   

く 第 7 項目 ) ヨーロッパ人は 合衆国の生産物を 

自由に輸入しようとはしないから ，製造業の育 
成による国内市場の 創出は必要であ る・ 主 とし 

て 南部 セ グションからの 国産品の輸出は・ 北部 

諸州 仁 とってほとんど 益するところがない 賦 ・ 

( 第 8 項目 ) 18 対年関税法制定直後，あ るいは 

その結果， イギリス政府によって ，原毛および 

その他・毛織物の 生産に必要な 補助材料に対し 

て， 16 2/3% にものばる関税率の 引下げが断行 

され， 18 羽年関税法の 保護効果が相殺されたの 

で， これらの 税 負担に等しい 額の迫加税率が ， 

現行税率に付加されなければならない ",. 

( 第 9 項目 ) 連邦議会がひとたび 高 関税を認。 

め ，毛織物工業の 確立を奨励したからには ，そ 
の順調な発展が 見られない時には ，それを維持 

することこそ 国家の義務となる 皓 ・ 

( 第 10 項目 ) 製造業者は有益であ る・にもかか 

わらず国の内部には 製造業者に対する 敵対感情 

が存在している・ 製造業者を保護することは 政 

府の権 利であ り義務であ る ",. 

( 三 ) 関税引上げ目的達成後に 予想される経済 

的 緒 結果 

( 第 6 項目 ) 過度なほど高い 関税の効果は ，将 
来消費者に有利になる よう 製品価格の引下げを 

もたらす・例えば 1816 年関税法制定後の 木綿工 

業 のばあ い Ⅵ， 

( 第 Ⅱ項目 ) 貿易制限制度の 理論的正しさが 証 

明され，同政策が 最高度に展開する⑤・ 

( 第 12 項目 ) 外国からの一切の 供給から独立で 

きる⑥・ 

( 第 13 項目 ) マイナスの貿易差額 (b"l"n 。 e 。 f 

t, 、 d 。 ) が是正される 綺 ・ 

( 第 t4 項目 ) イギリスに対する 輸入超過の結果 

生じるイギリス 宛 外国為替のプレ ，アムの発 

生，および正貨または 公債での海外への 送金が 

是正される ",. 

( 第 15 項目 ) 恐慌の度毎に 起こる突然の 貿易 中 

断 ，外国市場の 不規則性，および 価格変動から 

発生する損失が 除去される⑨． 

( 第 16 項目 ) 諸外国の農産物および 工業製品の 

輸入拒否によって 販路を失ったすべての 国産品 

に対する需要が 創出され，全剰余生産物に 対し 

て ・国内市場が 提供される，。 ， ・ 

( 第 17 項目 ) 外国の需要が 限度に到達したり 

ま ， 探し求められねばならない 剰余生産物の 消 

費 先 が確保される・   「アメリカ体制」の 諸 

原則が十全に 貫徹したばあ い，わが国国内市場 

こそ剰余生産物のための 十分な市場となる "'. 

ここで重ねてへンリー・ リ 一によって批判の 

対象となった「アメリカ 体制」派の貿易政策を 

要約しておく 必要もあ るまい， ヘ ソリー・ リ一 

がこれらの諸命題に 対してどのような 観点から 

批判を加えたかを 整理 L, てゆく作業に 入りた 

ⅠⅩ   

li. 『ボストン報告吉山の 立脚していた 基盤 

『ボストン報告書山の 立脚していた 基盤はボ 

ストンの海運業と 貿易 業 であ った・ これと深く 

かかわる造船業や 漁業， さらに 西 イソ ド 諸島か 

ら糖蜜を輸入しラム 酒に加工する 

のなかに含められてよいかも 知れない・ それら 

はすでに植民期末期に 形を整えていたニューイ 

ングランド港湾諸都市の 伝統的な産業部門であ 

った． 

ところでこのような 状況のなか， 1820 年代末 

のこの時期，木綿工業を 中心に二 ュ （インバラ 

ンド一帯で産業革命が 進展していた 事実， そし 

て， ボスト ソ の貿易業者の 一部も， これに向か 

って資金を投入し 始めていた事実が 想起されな 
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げればならない・いま 問題になっている 株式会 

社形態をとった 毛織物工業も ， 実は， このよう 

な新しい産業化のうねりのなかで「近代化」を 

開始した産業部門であ った・ 

こうしてニューインバランドでは ， ジャクソ 

ン期を目の前に 迎えるこの時期， ニューヨ 

ーク州選出下院議員 C . C . キャンブルレンバ 

(Camb,eleng) がみごとに言い 当てた「貿易か 

ら出発した製造業資本家 (comme,cjal manufac- 

turing capitali,t,) が 産み出されていた 一方，港 

湾諸都市を中心に 依然として伝統的な 産業部門 

が存続しており ，両者まだ相互に 補い含 ぅ 展望 

も出せないまま ，新たな利害対立 ( 経済的主導権 

争い な 主とするそれ ) を繰り 展 げつつあ ったので 

あ る ",. 

ここでの問題は ， 新しい時代を 先取りし始め 

たこれら新興の 製造業者が． これまで不倶戴天 

の間柄にあ ったフィラデルフィアおよびボルテ 

ィ モアの保護主義者と ，一時的ながらも 協力関 

係に入り， 「アメリカ体制」構築の 政策的要求 

をかかげ始めていた 事実であ り，他方，海運業 

者と貿易業者等が ， この 動 ぎに対抗し， ニュー 

イソグランド 港湾諸都市の 伝統的な経済的基盤 

の 温存をはかろうとして ， いままで以上に 強力 

な動ぎを示し 始めていた事実であ った・ 

ところで注目すべきは ， ここで取上げる『 ボ 

ストン報告書 コが， 「アメリカ体制」派批判の 

理論的基礎として ， " ス キソンまたはロビンソ 

ソ ( ゴッドリッチ 卿 ) の主張   主としてかれらの 

イギリス議会での 政策提案，または 通商報告書一一 

を全面的に援用していることであ る 期 ． 

そのことの意味はきわめて 大切であ る・ 

第 1 は，本分冊の 冒頭で検討しておいた「 ァ   
メリカ体制」派の 対英覚交論争が ， そのまま 国 

    
内の政争に持ち 込まれたという 意味においてで 

あ る・第 2 は， ニューインバランドの 代表的政 

治家 D . ウェブスタ一の 1824 年段階における 

「アメリカ体制」批判，すなわち ，すでに本論文 

第 8 分冊で検討しておいた「恐慌」ない L, 「不 

況」に対する 両者の認識上の 相違に立脚した 批 

判が ，すっかり後退しているという 意味におい 

てであ る㎏・ 

このかぎりで ， F ボストン報告書コ は ， フリ 

ードリヒ・リストがいみじくも 述べたよ う に， 

「完全に反アメリカ 的感情をもって 書かれたも 

のであ り， さながらイギリスで 書かれたかのご ， 

とく完全にイギリスの 主義主張を擁護する」性 

格の文献であ った 劫 ・ ニューインバランドの 伝 

統的産業 ( 貿易 業 および海運業等 ) は ， 自らの 伝 

統 的存立基盤を 温存するために ， 自ら進んでオ 

ールドインバランドの 新しい経済的基盤との 共 

存体制を確立しようとしたのであ った・ 

植民末期から 建国朝に生み 出されたアメリカ 

合衆国の「田植民体制」破棄の 理念は，かくて 
大きく二つの 流れに分裂した ，一つは「アメリ 

カ体制」を構築することによってこの 理念を貫 

徹してゆこうとするナショナリズムの 潮流，い 

ま一つは新しく 構築されようとしている「ブリ 

ティシュ体制」のなかにたくみに コ、 ット して 

ゆこうとする コズ モポリタニズムの 潮流がこれ 

であ る． 

だが，われわれは・あ まりにも結論を 先取り 

するような論述を 慎しまねばならない・ 直ちに 

出発点に立ち 戻ってかかる 歴史的背景を 念頭に 

おきながら， F 報告書 山 そのものの論理を 追っ 

てゆくことにしよう・ 

まずへンリー・リ ー がどのような 市場経済を 

想い描いていたかを「アメリカ 体制」派のそれ 

と対比しつつ 整理しておかねばならない． F ボ 

ストン報告書』が 描き出した市場経済はつぎの 

ものであ った・ 

[ ボストン報告書 コは， 「アメリカ体制」派の 

市場認識が現状よりも「将来」のあ るべき姿を   
展望した当為の 市場認識であ り， そのかぎりで 

歪んだ眼鏡を 通して透視された 世界であ る点を 

批判し， 現状を正確に 捉えるよ う 要求した・ リ 

・ ． ・ ・ ・ ・ ． ・ ． ・ ， 

一は ，上記 17 項目の前半に 当たる「アメリカ 体 

制」派の「関税引上げ 理由」に反論するなか 
で， 現実のアメリカの 市場を次の事項について 
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分析する・ 

①毛織物工業関連市場 ( 毛織物の国内消費額， 

その国産品と 外国 品 との割合 ), ②羊毛市場の 実態 

と価格決定機構，③ニューイソバランドに 入荷 

された小麦粉の 消費動向，④外国貿易 ( ィギリ 

ス からの輸入総額とその 国内消費額に 対する割合， 

イギリス編製品の 輸入と再輸出，アメリカの 輸出総 

額に占める国産品と 外国品の割合，輸出総額に 占め 

る国産編製品の 割合，「北部」産品のイギリス 本国お 

よび英領西インド 向け輸出，「南部」産品 ( タバコ・ 

綿花 ) のアメリカ国産品輸出総額に 占める割合，綿 

花の海外輸出と 国内消費との 割合，これらの 海運業 

に及ぼす形姿 ) がこれであ る・ 以下， いくらか 

退屈な作業となるが ， リ ー がどのような 市場経 

済を表象していたかを 窺 う ために，項目別に 検 

討してゆくことにしょう・ 

①毛織物工業関連市場 

(i) アメリカの毛織物消費額・ バーニー 

(Barney) は年間 80 ～ 100 百万ドルと推計したが ， 

リ ーは ， はっきりわかっているイギリスの 年間 

1 人当り消費量 10 ドルを基準にし アメリカで 

は 少なく見積って 6 ドルとし給人ロ 12 百万人 

に 掛け合せて 72 百万ドルと推計し 直したり・ こ 

れ が り 一によって当時のアメリカ 毛織物消費額 

の一つの目安とおかれた 数字であ る・ 

(ii) 毛織物工業に 従事する人は ， リ 一によれ 

ば，家内工業形態での 小生産者を含めて 25,000 

人，投資額は 20 百万ドルであ った・ リ ーは ， こ 

れだけで合衆国の 毛織物に対する 全消費の 3/4 
が充足されていると 推計した ",. 

②アメリカの 羊毛市場 これについて ， リ ー 

は 次のような興味ぶかい 指摘を行なっている・ 

それを 1/4 ～ 1/2 と推計した ( 前出 ( 第 3 項目 刀 

「アメリカ体制」派の 主張を批判して ， ヘンリ 

  リ ーは ，合衆国で使用されている 外国原毛 

について「大体 4 ～ 5% にすぎない」と 推計し 

直した。 ". そしてこの事実に 基づいて， り 「 

は， アメリカの羊毛の 価格は，覚国の 輸入原毛 

によって規定されることなく ，ほとんどが 国内 

産 羊毛によって 決定されていると 想定し覚国 

産羊毛の高価さは ，毛織物製造業者にとってそ 
れほど負担にならず ， 「アメリカ体制」派のい 

うよう に，かれらの 当面の不況の 原因とはなっ 

ていないと論断しだ。 ， ・ 

③ニューインバランドに 入荷されるⅡ、 麦粉の 

消 菜 動向 この調査は，ヘンリー・ リ 一にとっ 

て「アメリカ 体制」派の主張を 論駁する上で 大 

切な事柄であ った・ 「アメリカ体制」派は ，製 

造 業とくに毛織物工業の 保護は，農産物 ( 穀物 

や羊毛など ) の需要をそれだけ 喚起するので 農 

業者にとってもそれだけ 利益になると 考えたか 

らであ った・ 

リ ーは， 18% 年における小麦粉のニュー イ ソ 

グランドの搬入量が 629,000 バレルであ ったと 

する「アメリカ 体制」派の推計を 容認した上 

で， このすべてがニューインバランドの 推計聡 

太ロ 1,5 百万人の胃の 肺を満たすものでないと 

しかなりの量の 再輸出の事実を 指摘してい 
る。 0)   

④外国貿易 この分析こそへンリー・ リ 一の 

最も力を入れたものであ った ， リ ーは 「アメリ 

力 体制」派の強調して 止まない国民経済の 形成 

に 及ぼす国内商業のプラスの 効果 や ， イギリス 

製品輸入のマイナス 効果を，中南米市場を 視野 

に入れることによって 割引してみせるのであ 

る． 

(i) イギリスからの 輸入総額とその 国内消費 

額に対する割合・ 

1825 年および 182f 年の全輸入品総額の 平均値 

は， リ 一によれば， 31, 屹 2,617 ドルであ り，再 

輸出額は 2, ㏄ 0 ，㏄ 0 ドルであ った・ したがって， 

輸入品の国内消費額は 約 29,5 ㏄， 0 ㏄ドルに 

すぎず， これを国産工業製品の 国内消費総額 

3 ㏄， 0 ㏄， 0 ㏄ドル ( 総人口 12 百万人， 1 人当り消費 

量 30 ドル と 低目に推計 ) と比較すると ，わずか 8 

% 強に過ぎない・ 

( め イギリス編製品の 輸入と再輸出 

イギリスの編製品の 輸入額は 18 あ 年に 

1,810,591  ドル， 1826 年に 1,714,788  ドルであ っ 
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た ・ これに対してメキシコおよび 中南米諸国へ 

の再輸出額は ， それぞれ， 1,106,214 ドル ( 約 

61%) と 901,849 ドル ( 約 82%) であ った・   

この分析は， イギリス編製品の 合衆国への 輪 

人が，そのきわめて 大きな割合においてアメリ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

力を仲 紘基地とした 中南米向 け 輸出であ ったこ 
・ ・ ． ． ． ． ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

とを物語るもので ， リ ーは ， この分析結果に 基 

づいて， イギリス製品の 輸入がアメリカの 国民 

的産業に不利な 影響を及ぼすと 主張し関税引上 

を追っている「アメリカ 体制」派の主張を 批判 

する一方， 当面のアメリカの 不況の原因に 関連 

して， 次のような興味深い 指摘を行なっている 

のであ る・ 

「南米市場は ， 大きく， しかも突然価格変動 

の起こることで 評判なところであ る・ この価格 

変動は ， 時に積荷 仁 儲けせもたらすかも 知れな 

い・ しかし， 当 委員会 ( ボストン市民会議執行委 

員会   柄井 ) の知るところ 損失を被ることの 

方が屡々であ る」。 ". 一一 

ここでは中南米市場を 媒介にした英米両国の 

緊密な経済関係 ( 相互依存性 ) と ， こうした関 

係のもとで発生する 恐慌の必然性が 示唆されて 

いる． 

このような事実関係は 次の分析で補強されて 

いる． 

( 助 アメリカの輸出品総額に 占める国産品 

と外国品の割合・ 

リ ーは ， 公式の統計数字によりながら ，合衆 

国の輸出総額が ， 18 あ 年には 99,535.388 ドル， 

1826 年 V こは 77,595,322  ドルで， う ち国産品は， 

それぞれ 66,944,745  ドル (67.3%)  と 55, ㏄ 5,256 

ドル (71.7%),  外国 品 はそれぞれ， 32,590 ，㎝ 0 

ドル (32.7%  )  と 21,940 ， 066  ドル (28.3%  )  であ 

っ たことを明らかにしている 朋 ・ この比率は ， 

先にみた 綿 製品のばあ いと比較すればはるか V こ 

低いが， それでも再輸出の 輸出総額に占める 比 

率が 30% 前後と相対的に 高いことに注目しなけ 

ればならない・ さらに留意すべきは 次の事実で 

あ る， 

(iv) 輸出総額に占める 国産編製品の 割合と ， 

国産 綿 製品輸出のうち 中南米諸国への 輸出の占 

める割合・ 

1825 年についてみると ， 国産編製品の 輸出 総 

額は ，ェ ， 1 舖 ， 125  ドル ( 輸出総額に対して 約 1.5%) 

であ った・そのうち ，メキシコ，その 他南米諸国 

への輸出額は ，リ 一によると， 7 Ⅱ， 959 ドルで， 

約 62.6% ときわめて高い 数字を示している 瑚 ・ 

木綿工業が急速に 発展を遂げているさなか ， 

その輸出総額に 占める割合は． まだ 微友 たるも 

のに過ぎなかったこと・ ヰ こもかかわらず ， その 

過半が中南米市場 向 げであ ること． したがっ 

て， 同市場を国内市場の 延長と理解して ， 同市 

場に対する支配力めより 以上の拡張を 求める 

「アメリカ体制」派にとって ， イギリスとの 厳 

しい競争に直面せざるを 得なかった事実が・ こ 

こに指摘されているのであ る・ 

しかし り 一に ょ れば， その数字は ， 同じ 

1825 年の合衆国を 経由して当地へ 輸出された ィ 

ギリス編製品価格総額， 1,106,214 ドル ( 前出 ) 

よりも小さかった・ さらに英領 西 イソ ド 経由， 

あ るいは本国からの 直送分を加えた 同年の推定 

最小輸出額 篆 百万ドルと比較してみると ぎ， 

実に 3% にも満たなかったのであ る。 。 ， ・ 

リ ーは ， このような事実にもかかわらず ， 

「アメリカ体制」派が 南米市場でのアメリカ 製 

品の優越を強調して ， このことをアメリカ 製造 

業の保護と結びつげていることに 疑問を呈した 

のであ る・ ボストンの貿易業者および 海運業者 

F ことっては， ここでイギリスと 全面衝突するこ 

とは望ましいことではなかった・ かれらはどの 

国の製品であ れ運送すれば 利益になったから ， 

対英協調路線を 望んだのであ った・ 

このことは， 本分冊冒頭 に 検討しておいた 中 

南米問題をめぐる 英米覚交交渉の 経緯と重ね合 

わせて考察するとき ，見逃すことの 出来ない重 

要事実だったと 思われる・ 

(v) 「北部」産品のイギリス 本国または英領 

西インド同げ 輸出・ 

アメリカ「北部」産品 ( 魚類，小麦粉，ロウソ 

ク，木材，木灰，亜麻仁，獣皮，獣脂その 他 ) の イ 
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ギリス本国向げの 輸出は， リ 一によれば， 1825 

年に約 1,200 ， 000 ドルであ った・ これに対して 

英領 西 イソ ド 同げ輸出は・ 18% 年に 4,213,478 

ドル， 1826 年には 4,798,765 ドルであ った 66). 

リ ーは ， アメリカ「北部」諸州， いわゆる ポ 

トマス 河 以北の余剰生産物が ， 「アメリカ体制」 

派の期待に反していかに 英領西インド 同げ輸出 

に依存していたかをここで 示しているのであ 

る・ とくにわれわれにとって 大切なのは， これ 

らの貿易では ， アメリカの海運業がほとんど 独 

占状態をつくり 出しており，イギリス 船による 

ものは，僅か 2% 足らずであ ったという リ 一の 

指摘であ る。 。 '. 

(vi) 「南部」産品 ( タバコ・綿花 ) の国産品輸 

出 総額に占める 割合・ 

P ボストン報告書 コめ 著者がとくにこの 項目 

に注目したのは ， 「アメリカ体制」派が「南部」 

の主要産品の 輸出額を除覚して ，国内商業の 重 

要 性と外国貿易の 重要性を比較していることに 

対する批判からであ った・ 

ヘンリー・リ ーは ， この方法が「かれら 自身 

の目的を蔭 敵 するか，公衆の 心を誤れる方向に 

導くかいずれか」であ ると考えたのであ るⅥ・ 

かれは， この観点から ， 1796 年と 1825 年の合衆 

国の輸出とそのなかに 占める「南部」産品の 構 

成比率の大きな 変化に注目したのであ った，す 

なわち， 

1796 年の輸出総額は 40 百万ドル・ う ち ， タ / ハ 

コ 0% 出額は 5 百万ドル，綿花の 輸出額は 2 百 

万ドルで，両者を 合わせて僅か 15% に過ぎな 

かったのに対して ， 1825 年には， 輸出総額 

66.944,745 ドルのうち， 「南部」産品の 占める 

割合は約 巳 ・ 2% となった・輸出総額が 5 割以上 

の伸びを示したのに 対しタバコは ， 6, Ⅱ 5,623 

ドルで 2 割強の増加，綿花は 36,846, 解 9 ドルと 

約 3 倍の伸びとなったことがその 原因であ っ 

た "'. この間 30 年の変化 は ，綿花の輸出総額に 

占める大きな 変化であ ったのであ る・ リ ー はこ 

の事実を無視して 合衆国における 外国貿易 ( 外 

国市場 ) の役割を軽視したり ，その国内商業 ( 国 

六市場 ) との比較を論じたりすることの 誤りを 

批判 1, たのであ った・ 

このような に ボストン報告書』の 主張は， ボ 

スト ソ 海運業者と貿易業者の 利益に立脚する 立 

場からして当然のことであ ったといえよ う ・ こ 

のことは，次の 項目の分析にも 反映されている・ 

(vii) 綿花の船積量と 運賃その他の 経費 

綿花の船積量は 970,000 ベイルであ ったが， 

うち「北部」何げ 輸送 ( そのすべては ァメリヵ船 

による ) は， 375.000 ベイル・ ヨーロッパ両げ 直 

輸送 ( その 1/1(M が 外国 船 による ) は 250,000 ベイ 

ルであ った． 

「北部」同げ 綿花のうち ョ一 ロッ " への再輸 

出分 はあ 0,0 ㏄ベ イル で ， その殆ど (205.975 べ 

4 ル ) が ニューヨーク 経由のものであ ろたこと 

は注目に値する㏄ '. 

リ ーは ， これらの綿花の 輸送に伴 う 運賃その 

他の経費を 6,431,1 ㏄ドルと推計し ，それが， 

ァメリヵ の海運業者その 他に帰属すること ， し 

たがってこの 発達が一層進めば ， これによって 

創出される需要によって 関連産業に新しい 追加 

的雇用と資本投下が 促されると論じた。 。 ), 

廿 i.  「アメリカ体制」派の 貿易政策批判 

さてわれわれは ， ここで， 「アメリカ体制」 

派に対するへンリー・ リ 一の批判をより 突 込ん 

で検討しておかねばならない・ 第 1 に考察すべ 

き は ， 「アメリカ体制」派が 保護主義を合憲だ 

としていることに 対するり一の 批判であ る・ 

保護主義を合憲だとする「アメリカ 体制」派 

の主張は， 「南部」から 提出された違憲論に 対 

する 反 批判として，ハリスバーバ 大会で主要な 

役割を演じた G . ティビ " ッ (Tibbit,, N.Y.), 

M. ケアリー (Carey, Pa.), H. ナイルズ (Niles, 

Md.) によって主張されたものであ った・ 同大 

会でかれらは ，政府が製造業を 保護する権 限 

が，「覚国との 通商」，「諸州間の 通商」および 

「インディアン 諸部族との通商」 ( 合衆国憲法第 

1 条第 8 節 ) と 同様，連邦議会に 賦与された権 

限だと主張したのであ った。 。 '. 

ヘンリー・リ ーは ， これに対して ， このよう 
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な 主張は ， 「アメリ ヵ 憲法の精神および 目的に 
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この法律を提出した 人々は ， ・…‥引用された 言 

葉そのものによって ，同法の主たる ，そして実際   
のところ唯一の 目的が，連邦政府を 維持するため 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ の財政収入の 調達と合衆国の 債務の弁済にあ った 

ことを知悉していた． したがって製造業の 保護は 

まったく 第 _ 義 的で付随的なものであ り，むし   

ろ ，国家を租税制度と 和解させるために ，同法の 
「輸入される 商品 (9 。 。 d,, w 、 ， 。 S 、 nd m 。 ， 。 h 、 n- 

di, 。 ) に関税を課すことは ，政府の維持，合衆国 

公債の弁済，製造業の 奨励と促進にとって 必要 

であ る」 0%. 

「アメリカ体制」派はこの 規定から合衆国憲 

法 のもとでも製造業の 保護はすでに 容認されて 

いるのだと主張した・ 

これに対して ，『ボストン 報告書』 ほ ，つぎ 

の事実を引用して 反論するのであ る ",. 

  

った ・・・・・ 一切の外国品の ， ・・・・・・・・ 輸入を停止することであ ， ・・・・・ 

る」． ( 傍点は原文イタリック )  ところが 1789 年 

の関税法はその ょう な意図をもっていなかっ 

た ・毛織物と編製品に 対して 5% の関税を課し 

ているに過ぎない・ 

現行関税法 (1824 年 5 月制定 ) では， 綿 製品に 

対して 20% から 90% ないし ェ ㏄ %, 毛織物に対 

しては 38% の関税を課しているし ，前議会で廃 

案となった「毛織物工業保護法案」では 139% 
まで引上げるよう 提案された・それだけではな 

い． ハリスバーバ 大会では，両製品の 関税率は 

さらに一層引上げられるよう 提案されているの 

であ る・ しかも両者のこのような 相違は， ただ 

関税率の相違に 現われるだけではない・ 全輸入 

品目に課せられた 従価税総額を 比較してみると 

き，一層驚くべ き ものとして現われる・ 

そして次のような 結論を導 き 出すのであ 

る 65.,. 

1789 年の連邦議会は 毛織物の輸入を 禁止ずる意 

図をもっていなかった・ 毛織物の消費を 減ずるよ 

うな関税を賦課する 意図さえもっていなかった   

もつ有益な諸効果の 一つを別の効果と 結びつけさ 

せる性格のものであ ったと言われてよいものであ 

る． ( 傍点は原文イタリック ，文中……は 柄井 ) 

匠 ボストン報告書 コ のこの反論はまさしく 正 

鵠を射たものといえよ う， 「アメリカ体制」派 

は ，ヘ ソリー・リ ー が批判している よう に，憲 

法を拡張解釈して ，国民経済を 構築するための 

理論と政策を 提案しつつあ ったのであ る・ 

歴代の大統領， ワシントン， アダムズ， ジ ， 

ファソン，マディソ ソ ， モ ソロ ーが ，製造業を 

保護したとして ，その既成事実を 論拠に自らの 

立場の合憲性を 立証しようとしている「アメリ 

カ体制」派の 主張に対しても ， ヘンリー・ リ一 

は 同様に鋭い批判を 浴せかけている㈲・ 

しかし， ここでわれわれにとって 最も興味ぶ 

かいのは，同じ 文脈において「アメリカ 体制」 

派が ， 「ハミルトン 体制」を自分たちの 政策の 

淵源だと主張していることに 対するり一の 反論 

であ る・ 

[ ボストン報告書 コ はつぎのように 述べる。 ". 

独占と禁止に 賛成して引用されているすべての 

権 威のなかで最も 許し難く利用きれて 来たもの 

は，アレグザンダー・ハミルトンの 名前であ り， 

著作であ った．。 …・わが反対者がこのきわめて 有 

名な人物の意見として 頼みにしている 資料は，有 

名 は 『製造業に関する 報告書』であ る               

この報告書のなかで ，ハミルトンは ，製造業を 

起こす利益を 詳細かつ精密に 調査した・製造業を 

営む際の設備や ，製造業を促進する 上での最良の 

方策についてであ る・ しかし，ハミルトン は ， 自 

分の意識を完全に 製造業だけに 限定せず，穀物， 

綿花，大麻，亜麻等々の 農産物にも観察を 拡げた 
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し ，最良の国内運送機関や 運河その他の 改良にも 

同様に意見を 述べ，あ る物品に対する 輸入税の引 

上げや，事実上輸入税と 同じものだと 考えた他の 

物品に対する 奨励金の引上げをも 提案した・・…‥ 

ハミルトンが 見出したものは 歳入の目途も 立たな 
ヵ ，，。 - 

い ，信用もない 国 であ った．新しい 不安定な 

政府であ った．多くの 人は， この政府の強さも 永 

続性も信頼に 足らぬと思っていた・ 独立戦争がこ 
ネイショ ソ 

の国家を貧しいままに 放置していた・ ハミルトン 

がその諸報告書を 作成した時，公債は 54. 百万ドル 

にものぼっていた．・…‥われわれは ， この公債の 

利子でさえ，そしてその 年の当座の諸経費さえ ， 

支払うあ てもない状態にあ った．かかる 時点に 

は，政府の存立そのものは ， 公 信用を堅固にして 

永続的な基礎の 上に確立することにかかつている 

ように思われたのであ った． 
ノヴ 二年羊一 - ツ メナム 

ハミルトンは ，租税制度を 創設し，組織化す 

るよう要請された． 『製造業に関する 報告書』の 

主たる目的は ，それ以前に 公表された『 公 信用に 

関する報告書』を 支持し，そこで 提案されている 

新設の，引上げられた 関税に付随して 生じる 諸利 
*, ッ ，， 

点のすべてを 提供することであ った．国家がさら 

なる課税の必要にもっと 和解するように ，輸入税 

を課すのに適切な 別の対象的に 政府の注意を 呼び 

起こすことであ った・同時に 諸 他の報告書と 結び 

つけて，政府の 権 限のなかで，この 時期にはまだ 

疑惑の俳をもって 見られたか，よく 理解されてい 

なかったあ る種の権 限を明確化し ，強化すること 
であ った． ・…‥ 

ハミルトンが 採用し，すべての 人が公正な原則 

だと認めた最も 重要な原則は ， 賛 沢蒜には高率を 

課し，生活必需品に 対しては低率を 課すことで   
あ る． したがって，当時者像 品 と考えられていた 

茶 ，砂糖， コーヒコブドウ 酒 ，酒類 p= 対しては 

高い関税が課せられた 反面，それなしにはわれわ・・・・・・・・・ 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

れが存在しえない 編製品や毛織物に 対しては， 低 

い 関税が課せられた． ところが，現在「アメリカ 

体制」の擁護者によって 行使されている 原則は， 

第一級の生活必需品のあ るものに，最高の 関税を 

    
賦課することであ る， しかも，粗製品の 度合に応 

じて関税を引上げることであ る． ( 傍点は原文 ィ 

タリック，文中……部分は 楠 井 ) 

生活必需品の 国内自給の原則， そして自国で 

生産できるものはすべて 国内で自給するという 

原則が他でもなく「アメリカ 体制」派の最大の 

眼目であ った・そしてこれがいま ，貧者に過酷 

な税 ・ 富者に寛大な 税 /  というキャンペイン 

のもとで厳しく 批判されているのであ る・ 

建国 期 に国家財政の 確立を焦眉の 課題とした 

「 " 、 ルトン体制」と ， それから 30 年後国民経 

済の構築を最大の 政策課題とした「アメリカ 体 

制 」の相違が， 明確に浮彫りされていることに 

注目されたい・ 時代も変わり ，政策理念も 変化 

しているのであ った・ こうしたなか『ボスト ソ 

報告書』は， この相違を突きつげて ， 自らの政 

策の合憲性を 主張する「アメリカ 体制」派の見 

解を批判したのであ った・ 

iv. 『ボストン報告言 口 の世界経済認識 

第 2 に考慮すべきは ， 「アメリカ体制」派を 

批判するさいの り 一の世界経済認識であ る・ 

「アメリカ体制」派は ， 繰り返し検討して 来 

たよらに， 1819 年恐慌に強い 関心を示し， その 

原因の解明と 克服策を模索した・そして ，恐慌 

および不況を 惹 き 起こす最大の 原因として，正 

貨の海外流出を 導き出すマイナスの「貿易 差 

額 」に求めたのであ った・かれらが 国民的生産 

力の増強， とくに 高 関税政策に よ る製造業の保 

護育成政策を 重視した理由は ， この政策こそ ， 

アメリ ヵ の輸入を抑え ，輸出競争力を 高め ，恐 

慌 および不況の 原因を形づくったマイナスの 

「貿易差額」を 縮小ないし除去する 最善の方策 
だと考えたからであ った・ 

F ボストン報告書』は「アメリカ 体制」派の 

この ょう な考えを根本的に 批判 L,, やがてその 

後 10 ～幼年後に確立してくるイギリス 中心の自 

由主義的世界経済体制，そのなかで 演ずるアメ 

リ ヵ 経済の役割を ，資金の現実的流れに 即し 

て，先取りした 形で展開するのであ った・ 

ヘンリー・リ ーは， 「アメリカ体制」派が 後 

生大事に遵守している「貿易差額」 (b 、 l 、 n 。 e of 

t,ade) なる概念を ， 「すべての文明人の 心から 
ヰ - カソ タイル・ンステム 

はずっと以前に 消滅してしまった 重商主義体制 
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の， 惨めったらしく ， しかも， とっくに論破さ 

れてしまった 誤りの一つ」だと 論じた 68). 

リ ーは， 「アメリカ体制」派がマイナスの「貿 

易差額」なる 概念で表現しているつぎの 三つの 

場合のそれぞれについて 論評を加えつつ ， イギ 

リス向けに集中されつつあ る巨額な遊休資金の 

存在と， そこに集中された 資金の， さまざまな 

原因に基づく 諸 他の国々への 移動のメカニズム 

を 描き出すことに 成功している   

まず， リ ーは ，海外への資金流出を ，マイナ 

スの「貿易差額」の 結果だと無前提に 捉える 

「アメリカ体制」派の 見解を批判しながら ， こ 

の時期から目立ち 始めた遊休資金のイギリスへ 

の集中の理由を 明らかにした・ 

リ ーは ， 「イギリス宛の 為替手形が，貿易動 

向，地金価値の 変動，資金不足等々の 原因で， 

時折変動しながら ，過去数年間に 名目で 

%, 平均して恐らく 10% も上昇した」事実を 認 

ぬ た⑨・ しかし， この事実をもって 合衆国の対 

英貿易の赤字のしるしだとみる「アメリカ 体 

制」派の見解に 対しては， 「この ょう な結論ほ 

ど誤ったものはない」と ，事実をもって 批判し 

た 70). そしてつぎのようなきわめて 大切な問題 

を 提起しているのであ る 7,7   

グレイト・ブリテン ヘ 送られた船荷の 代金から 

であ れ，世界の他地方で 売却されイギリス ヘ 回送 

された船荷の 代金からであ れ，資金はなぜイギリ 

スで要求されているのか．資金はなぜイギリスで 

蓄積されているのか．そして 資金は，なぜ ， ィギ 

リス製品の輸入に 支払をなすために 一部を留保し 

たあ とで， イギリスからふたたび 種々の通商目的 

で，フランス ， ドイツ， ロシア，中国， インド等 

へ配分されるのか． 

リ ー はその理由として「アメリカの 一切の商 キ 
カソ タイル・ デ イ ー レングス 

業 諸 取 引の中，いとしてのイギリス」の 意 

義を強調した・ そ L, て 集中の動機として ， 「 ィ 
リソ - シス 

ギリスにアメリカの 資産を集中しておくのが 便 

利」だからなのだという 7%. 

アメリカの遊休資金のイギリスへの 集中が ， 

取引の清算のために ， この時期・かなり 一般的 

になりつつあ った事実が容易に 知られるであ ろ 

う・ イギリスへの 資金の移動ないし 集中傾向に 

伴って， ポンド為替に 絶えずプレ，アムが 発生 

する傾向があ った事実・ リ ーは ． このことを 重 

税 していることに 注目されたい・ このような事 

実認識は，貿易収支や 資本収支を表面的にしか 

見ないで， その赤字を直ちにアメリカ 経済の危 

機に結びつげた「アメリカ 体制」派にはない・ 

つぎにリ ーは ， 「対英債務」をもってただち 

にイギリスに 対するマイナスの「貿易差額」の 

指標とみた「アメリカ 体制」派の見解を 批判し 

ながら，その 後のアメリカ 合衆国の経済発展に 

とってきわめて 大切な意味をもつことになる 外 

国 ( とくにイギリス ) 資本の導入問題を ， これと 

の 関係で論じた・ 

もしグレイト・ブリテンがわが 国に対して 20 の 

方 ドルの債務を 負ったとすれば ，この資金に 対し 

てポンド為替にプレミアムが 発生する程の 需要が 

起こったといってよい・ 他方，わが国が 同額の債 

務をイギリスに 負ったとすれば ，ポンド為替が 額 

面 価格以下で売られるほどの 貨幣に対する 需要が 

合衆国で起こったといってよい．それゆえ 外国為 

替相場の変動は ， イギリスに対する 貸借の状態を 

示す確実な証拠などではない． イギリスで年々 借 

入 契約が行なわれていることは ， イギリスに対し 

て ( 合衆国が   楠井 ) 不利益な貿易を 行なって 

いる事を示すものでもないか・ ( 傍点は原文イタ 

リック ) 

合衆国銀行その 他の諸機関は ，時折，アメリカ 

で手に入れられ ぅ るよりも低い 金利でイギリスで 

巨額な資金を 借入れて来た・そして ， この借入資 

金に基づいて 転貸し ， 恐らくⅠ～ 2% の利益を得 

たかも知れない． ・…‥覚国からの 借入れの効果 

は ，あ る州の他州からの 借り入れと全く 同じであ 

る・ オハイオ州は ， 農産物をニューヨーク ヘ 送 

り，これを 2 ㏄ 万 ドルで売却する・その 上ニュー 

ヨークで 200 ドル借入れる・そしてそれを 正貨ま 

たは商品の形でオハイオ 州にもちかえる・ 正貨 か 
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丁 ボストン報告書 コが 批判している「 ァメリ 

ヵ 体制」派に ょ れば， これはマイナスの「貿易 

差額」，すなわち ， オ " イオ州の側からみて 利 

益にならない 取引 (unp, 田 t 、 ble b 唾 in 。 ，， ) を示 

すものであ った， 「借入れられた 2 ㏄ 万 ドルの 

資金をもって ， オ 。 4 オ州がその額の 2 倍にも 

相当する運河を 建設することになろ う ともそう 

であ 」った・ リ ーは ，合衆国のイギリスに 対す 

る借入れ額は ， 「 ァメリヵ における資金需要が 

イギリスにおけるよりも 大きいことの 指標」で 

あ って， それ以外のものではないとみた・ そし 

てつぎの興味ぶかい 事実を例証として 掲げてい 

る． 

もしロンドンで 3% の利率で貨幣が 借入れられ 

得 ，アメリカで 6%, の 利率で転貸されうるなら 

ば，巨額な借入をする 方が得策となろう．もしわ 

れわれに十分信用があ るならば，資本の 稼動によ 

って ( アメリカで   欄井 ) 金利が低落するま 

で ，われわれはこのことをするだろう． しかる 

に，過去数年間，利子と 借入れを行なうための 手 

数料がイギリスで ，アメリカの 貨幣の価値 ( 利子 

一一穂 井 ) と 同じくらい高い 利率になってしまう 

た結果，われわれは 巨額な資金を 借入れることが 

できない 76)   

さらに次のように 述べる   

もし新しい資本の 導入の効果が 怠惰な習慣を 創 

り出し，勤労への 刺激を減殺するようなら ぼ， 富 

の蓄積を減ずるかも 知れないので 有害となるだろ 

ぅ ・ しかし，他方，その 効果が人々の 労働を促し 
バ プサック   イムフ ル - グメソ ト 

一一公 的 改 善をなし一一商取引，製造業， 

農業を拡張するならば ，その結果は 有益であ り， 

資本蓄積を増進することになろ う ．それゆえ勤勉 

さと知識が豊かに 存在するわが 国のような国で 

は，海外で債務を 創造し，かくしてわが 国の資力 

を増進する傾向がきわめて 大きくなる 76). 

「対覚債務」の 発生原因を二国間の 金利 差 に 

結びつげ， しかも外資導入をアメリカの 国内投 

資との関連で 論じたり一の「アメリカ 体制」派 

批判に注目されたい ， 

続けて， リ ーは， 「アメリカ体制」派お 得意 

のつぎの命題   「輸入超過を 埋合わせるために ， 

わが国は，海外に 千わが国の保有しているすべての 

金 と大部分の銀コ ，それに 匠 極めて巨額な 公私の有価   
証券を送らざるを 得ない．かくして ，輸入品の支払 

． ． ・ ． ． ． ・ ． ． ・ ． ・ ， ． ． ， ・ 

のために，この 国土が抵当にいれられる」 ( 傍点は原 

文 イタリック ) という命題 "' を 牡羊りしながら ， 

この時期の金銀正貨の 国家間移動とアメリカの 

有価証券の海外流出の 真の意味を解明してゆく 

のであ る． 

ヘンリー・リ ーは， 金の海外流出， とくに イ 

ギリスへの流出の 主な原因を， アメリカの金銀 

法定比価の市場比価との 差異に求めた 偶 ・かれ 

のこの認識は ， 当時すでに一部の 人々に認識さ 

れつつあ ったもので，やがて ， 18 挺年の貨幣鋳造 

法 (Coinage Act, June 28, 1834) 制定 (1792 年法 

の 改正 ) につながってゆくものであ った   
寸イ ミク主ア ・ ケタ Ⅰ 

合衆国は 1792 年制定の貨幣鋳造 法 で法定比価 

Ⅰ     15 の金銀複本位制 (371.25 グレインの 銀 また 

は 24,75 グレインの金をもって 1 ドルとする ) を採用 

した，。 ，・ ところが， 1 n5 の法定比価は ， 1820 

年 近くになると 市場比価からかなり 乖離するよ 

うになっていた 上 ， 1816 年の法律 (56 G 。 o,ge 

Ⅱ， c68) でイギリスが 金本位制度を 樹立 ( 純金 

113. ㏄ 16  グレイを エ ポンドと定める ),  Ⅰ 821 年 5  月 

からイングラ ソド 銀行券が金貨 見 換を再開する 

におよび，新しい 事態に直面するに 至ってい 

た・ 先 v こ もみたように 決済手段としてイギリス 

に 資金が集中される よ うになり始めていた 上 ， 

合衆国では金が 過大評価されていたために ，金 

は商品として 海外へ流出したのに 反し銀は国 

内に留まり，流通手段として 多用されるように 

たっていた・ リ ーは ・ このよ 5 な事態を「 ァメ 

リヵ 体制」派がマイナスの「貿易差額」によっ 

て済された由々しき 事態だと短絡的かつ 一面的 

に捉えた点を 批判したのであ った 8 。 ， ・ 



「アメリカ体制」と「ジャクソニアン・デモクラシー」 OD ( 欄井敏朗 ) く Ⅰ 85) 97 

それだけではない・ リ ーは ， 「正貨の自由に 

して恒常的な 流出は国家にとって 不利益なもの 

、 だ 」という「アメリカ 体制」派の見解をもつぎ 

の よ う Ⅴ こ 批判した 81). 

金をイギリス ヘ 送る目的は，綿花やタバコを 送   
る 目的と同じものであ る，イギリスではアメリカ ・も よ ・ り ・ ・・・・・・・・・・・・ 手の価値が古いからであ "  同 る 同様の理由 か 

ら，金はキューバやその 他の国々へも 送られてい 

る・他方，われわれは ，アメリカよりも 価値の低 

い 他の国々から 不断に金銀を 受けとっている． 

1826 年には，金地金と 正貨を 64.098,678 輸出した 

が， 66,880.966 にも達する額を 輸入した． 18% 年 

にはわが国の 貴金属の輸出は 88.797.055 であ った 

が，輸入は随， 150,825 であ った・・…‥正貨の 輸出 

人 は ， 他のすべての 通商部門と同様に 変動してい 

る・ コーヒ や 砂糖のような 商品品目と同様であ 

る，・…‥市場の 動向を見守るのが 仕事であ る商人 

は，自分の利益のために 入用立時には 正貨を輸入 
カソト Ⅰ - 

するし，それが 国の要求以上に 蓄積されている 

ときには輸出する・それゆえ……金が 口合衆国で 

一一穂 井コ 相対的欠乏しているのは ，わが国と通 

商 関係にあ る 殆 んどの国よりも ，わが国の金の 価 

格 が銀との対比で 低いことから 発生しているから 

であ る，これが事実であ るかぎり，金は 絶えず海 

外へ輸出され 続けるし，流通手段は 殆んど完全に 

銀で 供給される・・…‥貴金属に 対してわれわれが 

有する唯一の 用途は流通手段であ り，製品の原料 

としてであ る・これらの 目的に必要とされる 以上 

の余分な貴金属は ，過剰なタバコや 綿花以上に， 

国内に留めおく 用途も利益もない． 

だから，正貨の 輸出は ， 国にとって有害どこ 

ろか有益であ る． ( ……は欄井 ) 

ヘンリー・ リ 一のこのような 主張を支えてい 

るものは，ほかでもなく ，つぎの認識であ った． 

すなわち， 「一国に正貨が 豊富に存在すること 

は富の兆候の 一つではあ る・ しかし， 原因では 
・ ・ ・ ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

ない・ わが反対者は ， この問題について 国の豊 

かさは貴金属の 所有量に比例しているかのごと 

く論じている・ 金銀は富ではあ る・ しかし，小 

麦粉， 鉛 ，綿花その他，交換価値を 有するもの 

以上のものではない」 "). ( 傍点は原文イタリック ) 

かくてリ ーは 自信をもって「アメリカ 体制」 

派批判の核心ともいうべきつぎの 議論を展開す 
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混乱させ減価させる」 ", と「アメリカ 体制」派 

はい う ・ しかし これは誤りであ る・ 「減価し 

た 紙券 はその保有者に 不安を起こさせ」，鋳貨 

との交換を促し 「鋳貨を流通から 排除する」・ 

「他方，正貨の 輸出は，通貨を 減価させている 
過剰発行を阻止し ， 諸銀行に対して 溢れるばか 

りに発行された 紙 券の回収を強制することで ， 

通貨の状態を 健全な状態に 回復させる傾向をも 

っている」 84). 

「アメリカ体制」派は ，正貨流出に 伴 う 銀行 
の急激な紙 券 回収こそ，恐慌を 喚び起こす「金 

融引締」 策 そのものと理解した ，ヘンリー・リ 

ーは ， この「 紙券 回収」こそが 通貨の発行状態 

を健全な状態に 導く神の摂理だと 理解した・ 前 

者は 恐慌が起こる 前に人間の英知を 用いて予防 

措置をとるべ き だと主張した・ 後者は，通貨発 
行を「自由放任」の 原則に従わせることこそ 神 

の意思だと論じた・ 

「アメリカ体制」派にとって 1819 年恐慌こそ 

理論と政策形成の 出発点であ った・かれらはこ 

こから出発し 恐慌の原因と 克服の方策を 理論 

的に追究し現実の 政策に役立てようとした・ 

だが り一は ，いままさにこの「アメリカ 体制」 

派の恐慌理論を 痛烈に批判して ，自由放任政策 
の効用を誼 い 上げているのであ る・かれの想い 

画いている世界は ， 「田植民体制」崩壊後イギ 
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 このことは， きわめて愛国者的・ 国民主義的 

発想を帯びている「アメリカ 体制」派のアメリ 

カ有価証券の 海外流出に対する 憂慮への批判の 

なかにも現われている・ 

リ ーは ， アメリカの国債がもともと 独立戦争 

期 に発行されたものであ ったこと，そしてその 

後，ルイジアナやフロリダの 買収その他の 原因 
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で 発行され，巨額に 累積したこと． しかしに 
もかかわらず ，それは， 決して「アメリカ 体 

制」派が憂慮しているように ，輸出代金の 支払 

のために発行されたものではなかった 事実を指 

摘したのであ った・ そればかりではない・ 当時 

(1827 年 ) 2,0 ㏄ 万 ドルと推計されている 国債残 

高のうち， ヨーロッパ ヘ 流出したと考えられて 

いるものの一部が ，海外に居住する 合衆国市民 

によって所有されており ，そのら ち 約 1 ㎝ 万ド 

め が数人のフィラデルフィア 市民の所有であ る 

事実に注意を 喚起しているのであ る 田 ・ 

リ ーは ， また，合衆国銀行株式， ニューヨー 

ク・ ェ リ ー 運河 債 ， ニューヨーク 市の若千の銀 

行株式等，大目に 見積って全体で 約㎎㏄ 万 ドル 

弱の有価証券が ，外国人に所有されている 他・ 

私的な ( 個人的な ) 対外債務も推計約 2 ㏄ 万 ドル 

に達している 事実に言及している・ しかし り 

一は ， これらの外国人保有の 有価証券が，国内 

投資を促す外資導入の 見返りとして 機能してい 

ることを指摘し 用， さらに，その 金額が国内の 

銀行 やコ、 ッショソ ・ ヱイジ，ソト に負ってい 

る商人の負債残高を 下回っている 数字だと述べ 

て， 「巨額な国債が 海外に送られており ，わが 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

国はイギリス 商品の支払のために ， この国土を   
抵当に入れている」という「アメリカ 体制」派 

の「宣言がまったく 根拠なきもの」であ ること 

を明らかにしたのであ った 8 。 ). 

以上，われわれは ， 「アメリカ体制」派を 批 

判する F ボスト ソ 報告書 ] のなかから， どうし 

ても検討しておかねばならないと 思われる興味 

ぶかい主要な 論点をかなり 詳細 仁 考察して来 

た・ 『ボストン報告書山の 主張が，いかに イギ 

リス中心に新らたに 再編成されようとしている 

世界市場に自らの 現実的存在基盤をおいていた 

かがわかるであ ろう・ リ ー はこの立場から 関税 

のさらなる引上げに 反対した・ この 千 報告書 ] 

に 対しては， フリードリヒ・リストが 批判論文 

を書いた・下院歳入委員会はにマック ダ ソフィ 

めて全面的に 支持した・ 

18 羽 年 大統領選挙の 年にこれら賛否両論の 二 

論文は公表される・われわれはっぎの 分冊にお 

いてこの二つの 歴史的文献を 対比的に取上げな 

がら，長々と 論述して来た「保護関税政策の 経 

済的効果」に 一応の結論を 出すことにしたい・ 

そのなかで今まで 論述して来た 議論のすべてが 

総括されるであ ろう・ 

主
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10) 
11) 

1673, 1690 年の各年に次第に 強化されていっ 
たⅠ． 

1651 年の航海条例は ， イギリス向けの 植民地 

輸出品は， イギリス船で 運搬さるべしと 規定し 
た． 1660 年の条例では ， 「列挙品目規定」を 設 

けて，タバコ ，砂糖，綿花，藍玉などをイギリ 
ス 以外に輸出することを 禁じた， 1663 年の条例 

では，諸外国から 植民地に輸入される 物品は， 
まずイギリス 港湾を経由し ，そこで関税を 定む 
べしと定めた・ V.S.Cla,k,Hi,ro ひダ Ⅳ 力時 

メ o 。 zurg5 % Ⅰ んピひれ izedSzot 。 ，， Vol.1 (160 ト 

1860), W ぬ hington 1929, ㏄ p. 。 d., 1949, 

pp.l6d9; 宇治田宮道『重商主義植民体制論 ] 

1 ( 青木書店， 1 ㏄ 1 年 ), 第 3 章 ; Ve,non G. 
Setse,, T 俺 e Comm"r 。 iaZ R ㏄ か ro ㎡ 奴尹 oZi, ノ 

0 ダサ 九色ひ niz 。 d Stofe タ ， jZ74 Ⅰ㏄ g,Philadel- 
phia l937, p.3, を参照・ 

北野，双掲 書 ， pp.1874 ㏄・ 

米仏通商政策の 原型となったものは ， べ一 ミス 
によれば， 1778 年の通商条約であ った・ これは 

「米仏同盟」と 抱き合わせて 締結されたもので 
あ った． 競 いて， 18 ㏄年の通商条約では ，とく 
にその第 6 条と第 11 条で，合衆国とヨーロッパ 

にあ るフランス共和国領のすべての 港の開放と 
これら米仏諸港間の ，最恵国待遇，無条件自由 
の通商および 航海が認められた． さらにハイジ 
アナ割譲の際の 1 ㏄ 3 年の条約では ，ルイジアナ 

所在の諸港に 入港するフランス 船に対して，最 
恵国待遇の規定が 設けられた． 

ところが，王政復古後，フランスはこのよう 
な友好関係を 廃棄し差別関税政策を 採用し， 
米仏間海運の 自国 船 独占をはかった・すなわ 
ち，外国 船で フランスに輸入される 財に対して 
は 高率関係を賦課する 一方，フランス 船で輸入 
される財に対しては ，低関税を賦課する 差別関 
税政策であ る． したがって，合衆国からフラン 

スヘ輸入がはかられる 場合には，運送費を 上回 
る多額の追加税が 課せられることになった・こ 
のような合衆国にとって 不利な貿易政策を 採用 
しながら，フランス 政府は，他方， 1 ㏄ 3 年の条 

約を楯にルイジアナ 諸港へのフランス 船の最恵 
国 ( つまりイギリス 船 並み ) の入港を要求し 

た ．その結果，両国間に 論争，衝突が 起こり， 
調整のための 努力が必要となった． 

合衆国政府は ，フランス諸港に 輸入品を積載 
して入港するフランス 船と 同じ条件をアメリカ 
船舶にも認めた 場合にのみ，ルイジアナはもと 

より，アメリ ヵ 合衆国のすべての 港へのフラン 
ス船の入港をアメリ ヵ船と 同じ条件で認めよう 
と提案した． フランス政府は ，彼我の海運 力 に 
おいてフランスの 不利を自覚していたので ， こ 

れを拒否した．このため 両国間で差別関税強化 
の 報復合戦が続いた   

しかし，このことは 最終的に ， 一つは第三国 

の 米仏貿易独占を 許す結果を招いたこと ， いま 

一つは，フランスヘ 輸出される「南部」 産 綿花 
に対する差別関税の 強化 ( アメリカの綿花プラ 
ンターと海運業者けじめ ) として現出する 結果 
をもたらした．そこで ，合衆国も自由貿易に 固 
執せず，事態を 妥協において 解決しょうとし 

た．その妥協 策 がよく知られる ，米仏間の海運 
業を両国間でそれぞれ 1/2 ずつ維持するという 
妥協 策 「慎重に考慮された 互恵差別の原則」 
(principle of measured Iecjprocity of diScri. 
mination) であ った． Bemis, oP. お t.,pp.448- 
457   

12)  べ一 ミスは次のように 述べている・ 「ジョン・ 

クウィン ジ イ ー ・アダムズは ，国務長官時代の 

初期にロンドンでイギリス 政府と交渉し ，航海 
条例によるイギリスの 植民地独占の 制度が時代 
遅れのもので ，利益に乏しいものだと 論じた 

が， 聞き入れられなかった． リバプール卿のト 
一 リ 一党政府は， イギリス帝国の 保持して来た 

この伝統的利権 をあ えて放棄しょうとはしなか 
ったのであ る．星条旗を 西インド諸島とカナダ 
から排除しょうと 頑強に主張されているさなか 
に，合衆国がとりえた 効果的な対応措置は ，た 
だ 一つしかなかった」・「西インド 貿易に従事し 
ているイギリス 船を合衆国の 諸港から閉め 出す 
か，あ るいは少なくともこれらに 追加的関税を 
賦課するか」のいずれかであ った． イギリス外 
相キャスルリーは ，アメリカ側のこの 対抗措置 

に驚いた， 「結果は，関係当事国すべてにとっ 
て 益のない貿易戦争であ る． しかし， このこと 

で最も大きく 打撃を受けたのは ，英領 西 インド 
諸島であ った． 1818 年の交渉で， この問題を満 
足ゆくよ う 調整できず悲嘆にくれたアダムズ 

は，連邦議会に 差別税法の制定を 吹き込んだ」． 
「 1817 年， 1818 年， 1820 年に制定された 諸法 

律は ，合衆国船の 入港を禁止した 諸港から訪れ 
るイギリス船に 対して，超過噸税を 賦課した． 
そして最終的に 英領植民地で 産出された生産物 
を当地から直接輸入するのでないかぎり ， イギ 

リス船のアメリカ 港への入港を 完全に排除し 
た 」・ (An Act supplementaryr to an act to 

regulate the dutl ㏄ on lmpo で ts and tonnWe, 

Approved, Jan. 14, Ⅰ 817 %A れれ れ Ⅰ けイり片サんせ 
Co 免 g Ⅰ eS 固 Oy ⅠⅠ んそひ竣 Ⅰ te せ S Ⅰ d ⅠⅠ s, ユ 7% ん Co れ 9 。 

SeCao れん Ses 苫 Ⅰ 0 れ ， p.1277 コ ， An Ac 士 conce 亡 nnlne 

tonnage and dlsc 「 lminatlng duties, ln ce 「 taln 

c ㏄ es, Approved  April  20 ， 1818  Ub あ ィピ ・，Ⅰ 5 Ⅰ ん 

Co れ 9.,  F ⅠⅠ お S Ⅰ㏄ ず 0 れ， PP.  乃 ㏄ -2587);  An 
Act  to  continue  in  force  the  act  pa ㏄ ed  on 
the  twentieth  day  of  Apr 汀 ， one  thousand 
eight  hun 旺 ed  and  eighteen,  entititled  。 。 An 

act  supplementary  to  an  act,entitIed  。 An  act 
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to  regulate  the  collection  ofduties  on  impo れ s 

and  tonnage,p ㎎ sed  the  second  day  of  March, 
onethousand  seven  hundred  and  njnety.nine", 

and  for  other  p ℡ poses, Approved, ApFil  18, 
1820  (7bid., Ⅰ 6 妨 Cong., Ⅰ irSf  Se$sio れ ， pp. 

あ 76).  1818 年に制定された 法律は，カナダ 経 

由で合衆国とかかわりをもつイギリスの 酉 イン 

ド 貿易を阻止するための 法律であ った． 1820 年 

の法律によって 英領西インド 植民地の繁栄は 決 

定的な打撃を 被った． これに較べれば ，アメリ 

カの輸出入業者の 被害はそれほどでなかった． 
結局，合衆国は ，この貿易戦争でイギリスに 勝 
利した・かくして「 1822 年， イギリス議会は 譲 

歩した・ イギリス議会は ，アメリカ船に 対して 

多くの植民地港を 開放した， しかし，そこに 輸 
入さるべき品目を 僅かに合衆国産の 列挙品目に 
限定した」・ すなわち， カナダ産品と 競合しな 

い産品に限定したのであ る，それ ば かりでな 

く，英領植民地産品の 合衆国への輸出を ， イギ 

リス 船 とまったく同じ 条件のものに 限定したの 

であ った， 

しかし， この法律には ，次の留保条件が 付け 
られていた・ 一つは，合衆国に 示されたこの 優 

遇措置が， イギリス船のアメリカ 港への自由入 
港と引換えになされたこと ，いまひとつは ，カ 

ナダから英領西インド 諸島へ輸入される 産品に 

は，特別に低率の 優遇税率を賦課する 自由が注 
意 ぶかく設け ろオ ， L たこと，以上であ る， 

モンロ一政権 は，それゆえ ， この法律のなか 

に真の「互恵関係」を 見出すことが 出来なかっ 
た ． ジョン ・ク ウ ン ジ ー・アダムズの 指導の 

もとで， 「連邦議会は 1523 年 3 月 1 日制定の法 

律でこれに対応した」． その法律は， イギリス 

船に対して合衆国諸港を 開放した． しかし， こ 

の 同じ法律は，そのイギリス 船を，アメリカ 船 

に最近開放したイギリス 植民地から訪れる 船舶 
に限定したばかりではない ，大統領に対して ， 

先にみた植民地間通商の 利点をイギリスが 放棄 

しないかぎり ， イギリスで輸入される 植民地産 
品に対して 10% の差別税を賦課する 権 限を与え 

たのであ った・明らかに 報復措置であ った． イ 

ギリス政府は ， これに対してさらなる 報復措置 

を講じた・すなわち ，英領植民地に 入港する米 
国 船 には， h. に当して 4,.  3d. の噸税を課すと 
いう法律の制定がこれであ る・ (An  Actsupple- 
menta て y  to  an  act  to  amend  an  act,  entitled 

"An  act  to  ,egulate  the  collection  of  duties 

on  imports  and  tonnage",  p 岱 sed  second 

March,  one  thousand  seven  hun 旺 ed  md 

ninety.nine,  and  for  other  purposes,  且 れれ a ぬ 

0/  坊 e  Co れ grress  o/  切 ピひ荻 ルピ ぢ拓 tes,  ユカ 俺 

COo ngTress  れ 2nd  Session,  1822-18%,  pp, 134 品 

1360), 

1823 年 12 月の「モンロー 宣言」は， ジョージ 

・キャニンバを 怒らせた．かれは ，合衆国との 
あ いだに進められて 来た懸案の西インド 貿易交 

渉に対する関心を 急速に失い，それをハスキソ 
ンに委ね ， 自らは南米問題に 集中した． 「ハス 

キソンは， イギリスが有していた 植民地間貿易 
の 優先権 を放棄することを 拒絶した．それがイ 

ギリスの全植民制度を 構成するきわめて 大切な 
部分だったからであ る，・…‥ハスキソンはジョ 
"@  " ノ "  " キャニンクの 指示を受けて ，アメリカ 議 

会の報復措置に 対してさらなる 報復計画を練り 
上げた」・ 1826 年に制定された 法律で， イギリ 

スは ，合衆国が英領植民地からの 輸入品に対し 

て賦課している 特別税を撤廃するまでは ，アメ 

リ ヵ 船を一切英領西インドから 閉め出すことを 
取決めたのであ る・ Bemjs, 0 タ ・ r ん ・， pp.450 ， 

巧 7-%9, 461, 463, を参照・これについては ， 

他に，北野，双掲 書 ， pp.234-239, をも併せ参 

昭 ． 

13)  1822 年 6 月 24 日締結の米仏通商条約は ， 41       

の圧倒的多数で 上院を通過した．それは 僅か二 
つの規定を含むものであ った・一つは「差別関 
税の均衡化」であ り，いま一つは「脱走したフ 

ランス船員の 拘留と本国送還の 促進」であ っ 

た ・ べ一 ミスによれば ， 「このことは ， フラン 

スにつぎの 2 年間に合衆国 船 で輸入された 財貨 
に対してⅠトン 当り 20 フランの追徴税を 徴収す 

ることを認める 一方，合衆国に 対しては， フラ 

ンス船で輸入されるフランス 産品に 1 トン当り 

3.75 ドル以下の関税を 課すことを認めさすこと 

になった・ 2 年後，特別税の 額は 1 年に 1/4 だ 

け低められることになり ，差別は双方で 消滅す 
るまでになった……」・ Bemis,0 ゆ ・， it.,pp.456- 

457. 

14)  乃 id., p.463. 
15) Zbid., pp.537-561, を参照・ 

Ⅰ 6) 7bbid.,  pp.561-564,  を参照． 

17)  この著作は， 今日， A  Garland  Series,  T ル 

Negg ル cte オル nzenica れ Eco れ 。 櫛 istsj  Eco 免 。 緩 ics 

an み Teg 柵 nolo9 ノ妨妨 e  Jg 妨 C ㎝ 劫ひ A 笏グー 

ica 簾 T ん oug ん ， Garland  PubIishing,  Inc,,New 

York  l974,  のなかに， 同著作に対するマッシ 

ユー ・ケアリーおよびフリードリヒ ，リストの 

批判論文 (Mathew  Carey,  九 %  E ヱ ロガⅠ初口 fto れ 

9%  Ⅰ 庇 R くウ 。 Ⅰ t  9%  は Co 用 ガ Ⅰな %e  g%  the  C 枕 i- 

ze れ s  g 戸 Bosto れ d れ イピね Ⅴ icm れ砿収 ， 2 ク 中 ose は to 

a Fu ぴ ⅠⅠ ん e Ⅰ ぬ召 rgaSe  g 戸 D はけ ん s0 れエ 笏タ 0 れⅠ zzo れ ， 

Philadelphia  1828  . Friedrich  List, ReU  iewz ひ 0 ダ 

Ⅰ ん e  人中。 れ 。 /  a  Co 笏笏 ittee  o/  妨 e  Citiz 佛 5 

0/  Bo お on  an ピ Ⅴ icim わ ㌻ 0 ぬ戸 0 ㏄ み to  aFu ひ Ⅰ 妨 er 

Z だ乃 邱 e  o/  ハぴ ties  o れ Ⅰ 泡ク or 加 tio 榔 ， Phiadel- 

phia  1828)  とともに収録されている． 
18)  執行委員会は ，ヘンリー・リ ー を含めて全部で 
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サクソニアン・デモクラシ 一口   (9),  PP.92-93. 
を参照． 
例えば， Lee, R ゆ o れ ， Pp.27; 33-34; 46; 58- 
59; 135; 152-153.  なお ， これ 5  0  引用箇所を 

イギリス側の 原典から示そうと 準備したが，現 
時点では間に 合わなかった ，他日に期したい・ 

『ボストン報告書』で「恐慌」ないし「不況」 
についてまったく 語られていないと 述べるのは 
誤りであ る・例えば， 同 『報告書 甘は ，「アメリ 
カ体制」派に 反論して，当面の 不況が毛織物工 
業だけでなく ，産業界一般に 共通したもので ， 

関税を引上げることでは 救済されえないとしな 
がら次のように 述べている．すなわち ，それは， 

「十分な保護関税が 欠けているということによ 
るよりも， 1824 年の思慮を欠いた 関税引上げに 
起因するものであ る」と・ (Ibbid.,p.g) この思 
慮のなさが，毛織物工業と 牧羊 業 に過当競争を 
生み出すほどの 過剰蓄積をもたらしたというの 
であ る・ ( 肋材。 pp.l 件 11) 
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Pp.193-194,  にもみられる・ 

Ⅱ e, 穴ゆ orf,  pp. あ ; 32;  Ⅰ 穏 - Ⅰ 49.  この国産 

編製品 輪 出額 ( 拉 ， 138,1 あ )  は， Hw ㍼ ダ s  A ぬ r. 
Ⅰ 肋 れ打， Moqga 宅劫 e,  IX  (1843),  P.89.  にも 見 

出 す ことが出来る． 
Lee,  Re ナ <0 れ ， p.25. 

Ibbid., pp.33;  36. 
Zb み Ⅰ み 。 p.33. 
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較的 高い価格で売られるからであ る・有価証券 
を見返りにして 貸付がなされるときには ，有価 
証券は，国内で 借入れられる 時よりも有利な 条 
件で資木を導入することで ，有益な目的を 果し 
ている．それはマイナスの 交易を表示するどこ 

ろか， まさしく取引が 活発であ ることの兆候で 
あ り，わが国が 海外で高い信用を 享受し，それ 
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ムぁ を ぱ ・， p.113. 
75)  乃村，， p. ェ ㏄   

76)  Ⅰ あ ぅ d.,  p.106   

77)  Ⅰ ぁ広は ・， p.108   

78)  乃 id.,  p.l12. 
79)  差し当り， A.Ba 「 ton  Hepbu 血 ， A Hi 「 sto り 0/ 
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歴史的研究』 ( ミネルヴァ書房， 1967 年 ),  第 2 
章を参照． 
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